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勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の４分の３未満で、 

次の ①～⑤ の要件にすべて該当する人 

① １週間の勤務時間は２０時間以上である。（残業時間は除く。） 

② １か月あたりの決まった賃金は 88,000 円以上である。 

  （年収１０６万円以上。賞与・残業代・通勤手当などは含みません。） 

③ 雇用期間が１年以上見込まれる。（更新予定を含む。） 

④ 学生ではない。（学生は適用除外になります。） 

⑤ 勤め先の会社の従業員数が 501 人以上である。 

  ※４月以降は、従業員数が 500 人以下で労使で合意している会社で 

   勤務している人も対象になります。 

くわしくは、日本年金機構西宮年金事務所へ 

TEL：０７９８－３３－２９４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆◆◆ 平成２８年１０月から短時間労働者にも加入対象が広がりました ◆◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用 

し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正するため。 

・社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特 

に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備えるため。 
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労政にしのみや 

勤務時間・勤務日数が 

常用雇用者の３/4 以上の人 

（週３０時間以上勤務） 

 

西宮市観光キャラクター みやたん 

 

 

厚生年金･健康保険の加入対象が広がっています! 

○平成 28 年 9 月までの加入対象者 

●平成 28 年 10 月から新たに加入対象になった人 

○加入対象者を拡大した主な理由 
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お問合せは、西宮市労政課 へ TEL：0798-35-5286 

 

求人票の記載内容は正しく！ 

お問合せは、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢・障害者業務課へ TEL：078-325-1792 

ハローワークからのお知らせ 
     

             
 
 ハローワーク（公共職業安定所）で公開・紹介している求人について、応募された方や面接を受けら

れた方などから、求人票の内容が実際と違っていたといった申し出が寄せられております。 
 
 

 

申し出の内容の例 
    ◆面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示された。 

    ◆求人票と違う仕事の内容だった。 

    ◆正社員と聞いて応募したのに、非正規雇用の形態だった。 

    ◆採用の直前に求人票にはなかった勤務地を提示された。 

    ◆始業の 30 分前に出社させられている。 

    ◆「あり」となっていた雇用保険、社会保険に加入していない。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    求人内容の相違に関する申し出があった場合は、事実を確認したうえで、必要に応じて是正指導等 

をおこなっております。 

内容によっては求人をお受けできないこともあります。 

また、求人内容の相違でトラブルになった場合など、口コミなどにより企業イメージを大きく損ね 

    ることも考えられますので、くれぐれもご注意ください。 
 

 

 
      お問合せは、ハローワーク西宮へ TEL：0798-75-6711 

 

６５歳超雇用推進助成金のご案内 
 

高齢者の安定した雇用の確保のため、定年の引上げなどの制度を実施した事業主を助成します。 

（１）助成金制度の概要 

   平成 28 年 10 月 19 日以降に労働協約または就業規則により以下の制度を実施した場合に 

助成します（１事業主（企業単位）につき 1 回かぎり）。 
導入する制度 助成額  

① 65 歳への定年引上げ 100 万円  

② 66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 120 万円 
※①～④の複数の制度を合わせて

導入した場合いはもっとも高い

額のみの支給となります。  

③ 希望者全員を６６～６９歳まで継続雇用する制度の導入 60 万円 

④ 希望者全員を７０歳以上まで継続雇用する制度の導入 80 万円 

【主な支給要件】 

●導入する制度の実施日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第８条・９条１

項のいずれの規定にも違反していないこと。 

●定年の引上げなどの実施に対して、専門家への委託費などの経費の支出があること。 

●支給申請日の前日において、申請事業主に 1 年以上継続して雇用されている者であって 60 歳以上の雇用保険被保険者

（定年の引上げなどを行う労働協約または就業規則の適用を受ける期間の定めのない労働契約を締結する定年前の労働

者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者）が 1 人以上いること。 

●定年の引上げなどに関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。  
 ※ほかにも必要な要件がありますので、ホームページ (http://www.jeed.or.jp/)をご確認ください。  

 （２）申請手続 

・制度を実施した日の翌日から起算して、２か月以内に支給申請してください（事前の計画の認定は不要です）。 

・お問合せ、ご相談、申請等については兵庫支部高齢･障害者業務課が窓口となります。  

・申請様式および申請方法については、当機構のホームページでもご案内しています（当機構トップページ→高 

齢者の雇用支援→助成金）。 

 

 

 
 

 
 

34 歳以下の勤労者で西宮市内に在住または在勤の方がぷらっとアイを利用される場合、「勤労青少年ホーム使用

証」の交付を受けると利用料金が無料となります。（マイクなどの付帯設備は有料） 

現在交付している勤労青少年ホーム使用証の有効期限は、平成 2９年 3 月 31 日です。 

平成 2９年 4 月以降にぷらっとアイを利用される場合は、改めて「勤労青少年ホーム使用証」の交付手続が必要

となりますので、勤労青少年の要件に該当する方は、利用日までにぷらっとアイ西側の勤労会館１階事務室にて交

付手続を行ってください。 

ぷらっとアイ（西宮市立勤労青少年ホーム）からのお知らせ 

求人票の内容は正しく記載してください 
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お問合せは、ハローワーク西宮 へ 

 TＥL：０７９８－７５－６７１１ 
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お問合せは、兵庫県中小企業団体中央会（最低賃金総合相談支援センター）へ 

TEL：０１２０－３４０－５８０  
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お問合せは、西宮市市民税課 へ TEL：0798-35-3217 
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ストレスチェック 実施していますか？ 

お問合せは、西宮労働基準監督署へ TEL：0798-26-3733 

 
 

 

 

 ひょうご仕事と生活センターでは、多様な働き方や仕事と生活の両立の仕組みに特に先導的に取

り組んでいる企業を表彰する「ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」を実施しています。 

このたび、西宮市の企業では、医療法人社団伊藤歯科クリニック様の受賞が決定し、１１月に表

彰式が行われました。 
 
 ◆ 医療法人社団伊藤歯科クリニック 様の主な評価内容 
 
  ●仕事と生活の両立を支援する制度整備 

   ・育児等との両立・従業員の定着に向けた診療時間の短縮（17 時 

で受付終了) 

   ・規模を拡大し、シフト勤務の導入等により休みやすい環境を整備  

   ・研修と資格取得を応援し、キャリアアップしやすい職場作り 

  ●働きやすい職場の実現 

   ・ミーティング等による情報共有及び満足度の高い職場環境の実現  

 

 

 

 
 
労働安全衛生法の改正により、労働者数 50 人以上の事業場において、平成 27 年 12 月

から、年 1 回のストレスチェックが義務付けられています。 
 

 

 
 

 ストレスチェック制度（準備から事後措置まで）は、以下の手順で進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

平成２８年度「ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰」 
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最近「ダイバーシティ」という言葉をよく耳にするようになりました。性別、人種、障害な

どに縛られない雇用のあり方が注目され、個人の中でも自己実現にむけて多様な働き方・生き

方を選択しようとする意識が高まっています。 

女性の社会進出が進み共働き世帯が増加する一方で、「夫は仕事、妻は家庭」という性別役割

意識はまだ根強く残っています。本当の意味で女性が社会で活躍できるようにするために解決

すべき問題は山積みですが、個人レベルでできることとして、まずは家庭内での話し合いが重

要です。近い関係だからこそ遠慮して本音が言えない、または多分相手はこう思っているだろ

うと勝手に想像して話し合うことをあきらめている、といったことはないでしょうか？話し合

ってみると思ってもみなかった相手の本音が見えてくるかもしれません。  

もし何らかの理由で話し合うことがためらわれるときは、内閣府男女共同参画局が作成した  
 

【夫婦が本音で話せる魔法のシート○○家作戦会議】  
 

というコミュニケーションシートを利用してみてはいかがで  

しょう！！  

ワークシートは PART.１～PART.4 まであります。 
 

PART. 1 自分がどんな暮らしをしているのか、日々どんなこ 

とを思っているのか素直な気持ちを共有します。 

PART. 2 今の自分の暮らしを振り返りながら、「本当はこう 

いう暮らしがしたい」という理想の暮らしについて 

考えます。 

PART. 3 日々の暮らしをどのように営むか、特に家事につい 

て具体的な協力体制を考えます。 

PART. 4 最後にまとめとして、3 年後の未来について自分と 

家族のことを 2 人で話し合います。 
 

大切なことはお互いを尊重しあうということです。 

「～すべきだ」「～するのは当然だ」と決め付けない、 

また一方的に自分の意見を通そうとしたり、逆に譲歩 

したりしないで、時間をかけて二人が納得できる結論 

を出すことが大事です。 

興味のある方は、ぜひ内閣府男女共同参画局ホーム 

ぺージをご覧ください。 

http://www.gender.go.jp/public/sakusenkaigi/ 

 

 

 

 

 

パートナーと本音で話し合っていますか？  


